
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４ 高松地区地区計画の内容について 

高松地区地区計画 

西脇市高松町字平見、字横山、 

字ヲナド の各一部 

区域面積 
約 10ha 

 地区計画の目標 

周辺の豊かな自然環境や景観との調和・融合に配慮

しつつ、地域の活力維持と雇用確保に向けて 

 不良な街区の形成を防止し、低未利用地の活用

による秩序ある土地利用 

 地域の魅力を発信する良好な産業街区の形成 

を図ります。 

 土地利用の方針 

製造業を中心とした工業及び商業等

の産業を誘導して、不良な街区の形成を

防止し、低未利用地の活用を図るととも

に、地域の魅力を発信する産業街区として

の秩序ある土地利用を進めます。 

 地区整備計画 

（ルール） 

５ 主催・事務局 

［主催・事務局］西脇市建設水道部土地利用推進室  電話 0795-22-3111（代） 

担当：藤原（内線 2242） 室長：田中 

 区域・面積 

西脇市高松地区産業街区整備事業 

西脇市土地利用推進室  電話 0795-22-3111（代） 

 名称 

 位置 

敷地
（法面）

道路
敷地（平場）

道
路
境
界
線

敷
地
境
界
線

敷地
（法面）

残置
森林

⑥ 建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限 

⑦ 垣又はさくの構造の制限 

②建築物の 

敷地面積 

5,000 ㎡以上 道路幅員 

９ｍ以上 

⑤建築物の敷地の 

緑化率 

10%以上 

④道路境界線から 

建築物の外壁までの距離 

5ｍ以上 

④地区計画の区域の境界となる敷地 

境界線から建築物の外壁までの距離 

10ｍ以上 
③建築物等 

の高さ 

20ｍ 
以下 

 

①建築物等の用途 

工場 

地区内の工場で製造する食品又は物品

の販売を主目的とする店舗及び飲食店 他 

緑地 

垣・柵 

高松地区 

国
道

号 

一
級
河
川
加
古
川 

口梨池 

鉄塔 

至神戸市 至加東市 

至西脇市 

位置図 

令和６年 12月 27 日作成 

滝野社 IC（中国自動車道） 

国道 175 号 

高松交差点 
（高松方面） 

国道 175 号 

高松交差点 
（滝野社 IC 方面） 

高松交差点 

産業用地 

（分譲）面積 

約５ha 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円滑な産業街区の形成や企業誘致を進めるために、民間開発事業者の技術力や情報力、資金力を利用

した土地活用を行います。 

高松地区での産業街区の形成や企業誘致を行う民間開発事業者は、公募型プロポーザル方式で選定し

ていきます。 

取組の方策 

① 地区計画制度の活用 

② 民間活力の利用 

都市計画法第７条第３項の規定により、市街化調整区域は“市街化を抑制すべき区域”として定めら

れており、建築及び開発行為は原則として禁止されています。 

高松地区では、市街化調整区域での地区計画制度（⇒規制緩和）を活用した産業街区の形成を目指し

ていきます。 

１ 開発事業者決定公募型プロポーザルの実施と選定スケジュールについて 

【地区計画：都市計画法第 12 条の５】 

住民の生活に身近な地区を単位として 

地区の特性に応じて 

きめ細かなまちづくりのルール 

を定める制度 

【地区計画の構成】 

名称・位置・区域・面積 

地区計画の目標 

区域の整備・開発及び保全に関する方針 

・土地利用の方針 

・地区施設の整備の方針 

・建築物等の整備の方針 など 

・地区施設の配置及び規模 

・建築物等の制限に関する事項 など 

計画 

（ルール） 

地区整備計画 

目標 

・ 

方針 

地
区
計
画 

（
西
脇
市
） 

下協議 
・県民局 

・県都市計画課 

法規制関連 
（事前調整） 
・都市計画法 

・森林法 

・自然公園法 

・文化財保護法 

～Ｒ６.６ 12 ７ 11 ８ ９ 10 Ｒ７.３ R７.４～ 

素
案
縦
覧 

関
係
機
関
協
議 

知
事
協
議 

都
市
計
画
審
議
会 

開
発
事
業
者
決
定 

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル 

（
西
脇
市
） 

公募開始 
（実施要領の公表） 

⇒事業提案書受付 

開発事業 
候補者 
選定 
・ 

決定 

開
発
許
可
申
請 

・
造
成
工
事 

（
開
発
事
業
者
） 

決
定
し
た 

開
発
事
業
者 

用地買収 

関係機関 
事前調整 

関係機関 
事前協議 

開発 
許可 
申請 

開発 
許可 

プロポーザルにより決定した 

開発事業者が開発許可申請を行う。 

決定 

告示 

測量・設計 基
本
計
画 

作
成 

建築 
確認 
申請 

建築工事  

Ｒ８～ R10.３ R10.４～ 

操業 
開始 

造成工事 
造成 
工事 
完了 

開
発
事
業
者
が 

誘
致
し
た
企
業 

企業誘致 

住
民
説
明
会 

公
告
・ 

案
の
縦
覧 

令和６年 

公
募
開
始(

実
施
要
領
の
公
表)  

協
定
の
締
結
（
開
発
事
業
者
の
決
定
） 

事
業
の
実
施
に
係
る
役
割
分
担
及
び 

連
携
協
力
等
に
関
す
る
協
議 

第
二
次
審
査
結
果
の
通
知
・
公
表 

（
開
発
事
業
候
補
者
の
選
定
） 

第
二
次
審
査 

（
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
） 

事
業
提
案
書
の
提
出 

第
一
次
審
査
結
果
・ 

第
二
次
審
査
参
加
資
格
の
通
知 

第
一
次
審
査
（
参
加
資
格
の
書
類
審
査
） 

参
加
表
明
書
の
提
出 

11 月 

７日 

12 月 1 月 ２月 ３月 

令和７年 

質
問
書
へ
の
回
答 

質
問
書
の
提
出 

６日 ７日 ６日 29 日 13 日 ７日 27 日 

※必要に応じて実施時期を延期することがあります。（西脇市ホームページ上で公表） 

２ 高松地区の取組方策 

３ 高松地区の開発の流れ【予定】 


